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話題提供

今村まゆら（元相談支援従事者現任研修検討会

    委員・特定非営利活動法人ＮＰＯ狛江

    さつき会地域生活支援センターリヒト）

ただいまご紹介にあずかりました狛江市にあ

ります地域生活支援センターリヒトの今村まゆら

と申します。よろしくお願いいたします。パワー

ポイントの操作もあるので、座ってお話のほうを

させていただきます。

きょうは本当に陽気も不安定ということもあっ

て、着るものに困った方もたくさんいらっしゃる

のではと思うのですが、夜は大変寒くなるそうな

ので、来た早々ですけれども、お帰り大事になさ

っていただければと思ったりもしています。

また、いつもお世話になっている先輩の方々も

たくさんいらっしゃって、私としては非常にここ

にいるのがいたたまれない、つらい心持ちでござ

いますが、お話をさせていただこうと思っていま

す。

本日は、相談支援専門員の基本的姿勢、大切に

してきたことを、東京都で相談支援専門員の初任

者研修、現任者研修の企画運営に携わらせていた

だいた立場からの話題提供ということで、お話し

させていただきたいと思います。私、若干という

か、大分早口になりがちですので、お聞き苦しい

ところがあるかもしれませんが、ご容赦いただけ

ればと思っております。

まず、本日お話しする資料ですけれども、お手

元の配付資料の３ページから８ページに全て同じ

になっておりますので、ご覧になりやすいほうを

見ていただければと思います。なので、スライド

が進んでしまっても、後から見返していただけれ

ばと思っております。

本日お話ししたいことはこちらの五つになりま

す。きょうの私の話題提供の命題は、東京都の相

談支援体制の人材育成の仕組みの軸となっている

ところに実際にかかわってきた立場ということで

ご依頼があったわけですが、１番目と２番目でそ

の根拠と経緯をお話しして、皆様に少しイメージ

していただければと思っています。

三つ目で、東京都の相談支援専門員養成研修の

中で、基本的姿勢や大切にしてきた考えをお話し

します。

そして４番目ですが、私としては一番ここをお

伝えしたいと思っておりますが、研修を企画する

において、理念を形にしていくことにはやはり相

当な困難さがあって、だからこそ人材育成の仕組

みが大変重要であるという実感を感じたこと、そ

のために必要なことは何かということを、私自身

が思っていることをお話しさせていただきます。

最後に、ますます、正直、東京における地域格

差というのは広がりつつある危惧がございます。

そこに向けてどうしていくのか、どうしていった

らいいのかということを私なりに考えていること

をお伝えさせていただければと思っています。

私は現在、東京都から精神障害者の方の地域移

行体制整備事業の委託を受けて、地域コーディネ

ーターという仕事をしております。都内の担当す

る１２の病院に日々伺って、退院支援、その後の

退院後の生活の支援につなげる業務をしています。

その前も含めてここ１０年ぐらいは、書いてあり

ますとおり、主に地域移行支援、地域定着支援に

携わって、この４月までは、サービス等利用計画

を作成し、モニタリングを実施してきた相談支援

専門員でもあります。

私がここでお話ししているのには二つの理由が

あると思っています。第１は、つい最近まで今申

し上げたような現場の相談支援専門員の第一線に

いたということがあります。また、自立支援協議

会の相談支援専門部会、地域移行部会の委員とし

て、地域の支援体制づくりに携わってきた経験と

いうこともあるかと思います。そして二つ目です

けれども、平成２０年度にいわゆる国研修という

ものに参加して、東京都の初任者研修、現任者研

修の企画運営に参加させていただいているという

ことがあります。

とはいえ、この話題提供のお話をいただいたと

きに、私でいいのだろうかと今この壇上でも実は

思っているところです。というのも、東京都の研

修体制を考えるときには、その歴史的経緯が非常

に重要で、それを抜きにはできないというふうに

思っています。

東京都の相談支援研修の経緯、歴史を、現在研

修の実施所管部署である東京都の心障センターさ

んが作成した資料を今使わせていただいておりま

す。相談支援は自立支援法で急にあらわれた新し

い支援でも何でもありません。従前から違う名前、

形、いろんな体制、さまざまな支援現場において

実践されてきているかと思います。

少しずつ国としてそれを見える化、制度化して

きているのだと思いますが、詳細は私は不勉強で

わからないことも多いのですけれども、少なくと

も心障センターの上野係長から教えていただいた

中では、平成１０年度という今から約２０年前に

それは既に始まっていて、東京都でも、国のその
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当時の意向を受けて、東京都障害者ケアサービス

体制整備検討委員会というものをスタートさせて

いるというふうに聞いております。

平成１８年度に、自立支援法成立に伴って相談

支援従事者研修として開始をしていきますが、そ

れ以前からの過程において、障害当事者の先駆的

な方々が研修企画の中心にかかわることで、当事

者中心という理念が東京都では大事にされてきた

ということがあるかと思います。私は平成２０年

度から三障害の合同カリキュラム作成時に参加し

たことになるかと思います。

ここにその経緯を、きょうお配りした資料では

ないのですけれども、ピンクの表紙の昨年６月に

発行されている「相談支援従事者初任者研修テキ

スト」というものがあります。ここから抜粋して

記載をしています。これまでの経緯が書いてあり

ます。

最初にきょうここで、東京都の研修の中で大切

にしてきたことを語るのは私ではないんじゃない

でしょうかと申し上げたのは、こうした歴史的経

緯の中では、私などは障害当事者の方でもないで

すし、新参の新参だからというのがあります。

とはいえ、あえてご依頼くださった意味がある

とするならば、今現在も脈々と続く、よりよいも

のを目指すべく奮闘してくださっている研修企画

検討委員の皆様方の思いが少しでも伝わるように、

そうした歴史の１ピースにすぎない私でもお話し

できることはあるかもしれないと思い、お引き受

けした次第です。

平成２０年の６月、私は当時、東京都地域生活

支援センター連絡会、現在の一般社団法人精神障

害者地域生活支援とうきょう会議センター部会か

らの推薦を受けて、精神障害者分野の相談支援に

従事する民間事業所からという立場で国研修に参

加しています。そこで感じたのは、書かせてもい

ただいていますが、「恥ずかしさ」と「危機感」

でした。

他県の多くが官民協働で、自分たちの県で人材

育成の仕組みをつくり上げようという明確な目的

でもって中核的な人材が集められて、チームで参

加していました。ですので、ふだんからネットワ

ークを組んでいて、国研修への参加はチームの業

務の一環ということが、その顔見知り度を見れば

一目瞭然という人たちが多かったというのがあり

ます。

それに比べて東京はどうだったのか。集まった

メンツは、正直、研修初日に互いに名刺交換をす

るような間柄でしたし、初対面がほとんどでした。

また、当時は、きょう何でここに来たかよくわか

らないんです、上司が「行け」と言うもんですか

らという方も実際いらっしゃいました。当時の国

研修は、国研修の内容を各都道府県に伝えるとい

う伝達研修の要素がまだまだあって、受講者は、

ここに行った人は、東京都全体に伝える役割を負

うというふうにされていたにもかかわらずです。

現在はさすがに国研修に派遣されている方々の

中でそういう方はいらっしゃらないかとは思いま

すし、誤解があったらいけませんが、その方個人

だけを責めるような責任ということで私は申し上

げているわけではなくて、派遣した東京都地域全

体の課題だったということで申し上げたいと思い

ます。

あと、もう既に相談支援従事者研修を障害別に

実施している自治体というのはほとんどありませ

んでした。対して東京は、この後完全合同カリキ

ュラムになるのは平成２２年度を待たねばいけま

せんから、まだまだ遠い道のりにあるところでし

た。伝達研修を請け負う人たちの中でも、相談支

援を共通言語で共有しているとは言いがたい状況

だったということが言えるかと思います。

とにかく私がそのとき感じたことは、東京は大

丈夫なのだろうかということでした。国研修で学

んだことのベースとして、地域で相談支援体制の

質と量を担保しなければ、確実に利用者の不利益

になるということがありました。この危機感は今

に至るまで続いていますが、私が非力ながらもそ

の後研修の企画検討に協力し続けようとしてきた

動機でもあります。

これは偏った私見かもしれませんが、このとき

東京は、行政も、地域の事業所も、制度施策とし

ての相談支援に対して、東京という地域はどうせ

それほど広がらず、立ち消えになるに違いないか

ら、本気で取り組まなくてもいいのではと、たか

をくくっていたように思います。今も問題、計画

相談の進捗状況について、時間がまだまだないと

嘆く声を聞くときもありますが、このときから準

備していれば７年も経過しているということにな

ります。たかをくくっていたツケを東京という地

域は今払っているのではないでしょうか。これは

私の自戒を含めてということがあります。

これは、都の研修が目指す相談支援専門員像で

す。これら東京の地域課題を踏まえて、基本姿勢

を三つの柱にしてまとめています。これは、平成

２７年度の最新版の現任者研修検討委員会資料か

ら抜粋させていただいております。

パワーポイントとは別に東京都のその資料を９
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ページ目、１０ページ目にＡ４、２枚で裏表にな

っていると思いますけれども、添付しています。

「東京都相談支援従事者研修についてＶｅｒ４」

となっているのと、「初任者研修・現任者研修の

ねらいと到達点」という資料です。

同様に、そこから抜粋しました相談支援専門員

として必要とされるスキルがこれらになります。

ご本人と信頼関係を構築する力。基本的な面接技

術に習熟している。ニーズを明確にするアセスメ

ント力がある。わかりやすい計画を立案できるこ

と。サービス提供者等と調整・交渉したりといっ

た協働する力を持っていること。個別支援で得た

地域課題を協議会等のネットワークを通じて積極

的に発信・共有する、つまり地域での人材育成の

担い手となれること。そして、まだ出会っていな

い支援を必要としている人々の存在を想像するこ

とができるというふうになっています。

資料をご覧になっていただくとわかるのですが、

このみそはバージョン４ということです。７年の

中で練り直しをしてきて、これからも適宜ずっと

修正してよいものにしていくというところ、それ

を続けるというところが大事なところと言えると

思います。

検討委員として感じていたことの第一に、思い

や理念は重要ということがあります。帯広ケア・

センターの門屋充郎氏も、理念なき実践は意味が

なきがごとに等しいというふうにも言っておられ

ます。でも、それはともすれば絵に描いたもち、

床の間の掛け軸のようになりがちで、日々の支援

実践に生かしていくためにはどうしたらいいのか、

地域の中で共通言語で話し合うにはどうしたらい

いのかは簡単ではないということがありました。

そのためには、繰り返しのたゆまぬ研鑽する機

会、研修しかないと思い至るようになりました。

さまざまな「言うは易し」なことがあります。

少し幾つか例を挙げたいと思うのですけれども、

ご本人の話をよく聞くというのは当然です。でも、

どう当然なのでしょうか。障害当事者の方がある

シンポジウムの中で、本人の言うことを鵜呑みに

しないでくださいという発言がありました。ここ

だけ切り取られてしまうと、本人の話をよく聞く、

本人の言葉を大事にするということと相当な矛盾

があるように思います。

でも、その方が言いたかったお話は、車椅子に

載っている若い女の子が本当は浴衣を着たいんだ

けれども、遠慮して「着たくない」という言葉に

なるというのだということでした。本人の本当の

心の声を聞くようにということなのだと思います。

本人の話を聞くということが、支援者の都合の

よいように、本当は、本人の言葉を大事にすると

いうことが矛盾しないはずですけれども、逆に精

神科病院からの地域移行支援の話など、本人が退

院したくないと言っているのだから、それが本当

の声というように本人の話を聞くということは、

支援者の都合のよいように解釈されている場面が

少なくないのではないかと思っています。

「退院したくない患者なんているわけないじゃ

ないですか」というのは、ごく最近、「自分は退

院したくない」と言い続けていた患者さんがおっ

しゃった言葉です。さまざまな支援者のアプロー

チの結果、退院したくないのではなく、退院でき

ないと思い込まれてしまっていることがようやく

伝わったのでした。本人の話をよく聞くというこ

とはどういうことなのか、この一文だけではわか

らないことがたくさんあります。

また、障害当事者の方々からしか学べないこと

はたくさんあります。東京都の研修にも当事者助

言者の方々にたくさんご参加いただき、協力いた

だいていますが、しばしば違和感を感じる場面が

あります。

障害当事者の助言者の方に対して、研修講師、

先生として仰ぎ見るような態度の受講生の方々は

少なくなく、でも、その方々は果たして日々の実

践場面で、目の前にいる利用者の方々に対しては

どうなんでしょうか。学んでいるという実感を抱

いているのかなと思わざるを得ないことがしばし

ばありました。ただ、この違和感をお伝えすると

いうこともなかなか難しいということがあります。

また、研修で当たり前のように使っている単語

もちゃんと共通言語になっているかどうかも難し

いと感じています。「ストレングス」は、いいと

こ取りのように言われてしまっている場面もよく

ありますし、本当は一見弱みに見えるような部分

をリフレーミングしてストレングスとして捉えて

いけるようにしていくことに、支援の困難さへの

打開策があるわけです。

ちょっと時間も押してきているので、先に進め

たいと思います。

本当に、「言うは易し」は、さまざまなケア会

議のことであったりですとか、ネットワーク、連

携ということもあるけれどということがあります。

なかなか言葉だけだと揺らぎがちというところが

あります。だからこそ、相談支援専門員として大

切にしなければいけないことはということで書か

せていただきました。自分の現場実践を繰り返し

反すうして、常に気づきを得る場、研修、事例検
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討等に身を置くことしかありません。

障害は、人でなく、その社会、環境にあるとい

う考え方が国際的なスタンダードになっています。

だとするならば、環境、社会の基盤である東京と

いう街、その中に位置する各々の市区の経緯、現

在の立ち位置を支援者が常に意識して理解してい

ることが欠かせないです。そのためにも、街とい

うものは変化していく生き物でもありますから、

鮮度よく息づいているネットワークに支援者は主

体的に参加していることが必要だと思います。

最後に、今東京で障害者の方の支援の質の担保

をしていく上で深刻な課題の一つが、地域格差が、

本当に両足のまたが割けていくかのごとく広がっ

ているということがあるかと思っています。従事

者研修も幾つかの市区でも始まっていることその

ものは、育成システムの充実という点では望まし

いですが、しかし、その中身は非常にばらつきが

あるのではないかと思っています。

先日も、ある自治体の研修の演習資料を拝見し

ましたけれども、今実際に東京都の中で検討され

ていることと相当な乖離があるのではないかと、

思ったことがあります。相談支援専門員として最

低限必要とされる技量を担保できているのかどう

か、検証し続ける機能がどれだけそこに働いてい

るでしょうか。そこは恐らく、自立支援協議会と

いうことはすごく大事だと思います。

東京都の自立支援協議会には、ぜひ、あるべき

人材システムを推し進めていくことを各市区に働

きかける役割をとっていただければと思っていま

す。そのためには、現在稼働している、積み上げ

てもきている東京都の研修企画検討所管部署と連

携していただいて、初任者研修・現任者研修検討

委員会の検討内容と連動した議論が早急に望まれ

ます。自立支援協議会に、まずは例えば現役検討

委員会の方に入っていただくようなワーキングチ

ームをつくるなど、すぐに取り組めることもある

のではないでしょうか。期待しております。

ご清聴ありがとうございました。


